
個別注記表

【重要な会計方針に係る事項】

１．資産の評価基準及び評価方法は、次のとおりであります。

(1) 有価証券

　子会社株式及び関連会社株式 ………………　移動平均法による原価法であります。

　その他有価証券

時価のあるもの ………………

時価のないもの ………………　移動平均法による原価法であります。

(2) たな卸資産

商品（分譲土地） ………………

………………

２．固定資産の減価償却の方法は、次のとおりであります。

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）　………　定率法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）　………　定額法

(3) リース資産　　　

　なお、耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基
準によっております。

　期末日の市場価格等に基づく時価法
であります。（時価と比較する取得原
価は移動平均法により算定し、評価差
額は全部純資産直入法による処理）

　個別法による原価法であります。
（貸借対照表価額については収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法により
算定）

　主として総平均法による原価法であ
ります。（貸借対照表価額については
収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法により算定）

　但し平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）、展示用建物につ
いては定額法によっております。

商品（分譲土地以外）及
び製品、仕掛品、原材料
及び貯蔵品

　但し自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づ
く定額法によっております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年
数とし、残存価額を零とする定額法



３．引当金の計上基準は、次のとおりであります。

(1) 貸倒引当金 ……………………

(2) 賞与引当金 ……………………

(3) 退職給付引当金 ………………

①退職給付見込額の期間帰属方法

　過去勤務債務……………定額法（10年）

　数理計算上の差異………

　会計基準変更時差異……

(4）役員退職慰労引当金 …………

　

(5）製品保証引当金 ………………

(6）債務保証損失引当金 …………

４．その他の計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理 …………

(2) 退職給付に係る会計処理の方法 ……

15年による按分額を費用処理

　当事業年度末における退職給付債務は6,502百万円、
確定給付企業年金制度における年金資産は7,540百万
円、会計基準変更時差異の未処理額は241百万円であり
ます。

　従業員の賞与支給に備えて、支給見込額に基づく必要
額を計上しております。

　保証等の履行に伴う損失に備えるため、個別に必要と
認められる額を計上しております。

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

　金銭債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権につ
いては過去の貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見
込額を計上しております。

　役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、
内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しておりま
す。
　なお、当社は役員退職慰労金制度を廃止しており、在
任期間に対応した退職慰労金を、当社の定める一定の基
準に従い相当額の範囲内で打ち切り支給することを平成
21年６月26日開催の定時株主総会で決議しております。

　製品のアフターサービスに対する費用の支出に充てる
ため、過去の実績を基礎にして計上しております。

　当社は退職給付制度として、確定給付企業年金制度を
設定しており、従業員の退職給付に備えて当事業年度末
における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
上しております。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は
以下のとおりです。

定額法（10年）により翌期か
ら処理

　計算書類において、未認識数理計算上の差
異、未認識過去勤務費用及び会計基準変更時
差異の未処理額の貸借対照表における取扱い
が連結計算書類と異なっております。個別貸
借対照表上、退職給付債務に未認識数理計算
上の差異、未認識過去勤務費用及び会計基準
変更時差異の未処理額を加減した額から、年
金資産の額を控除した額を前払年金費用に計
上しております。

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業
年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額
基準によっております。

②数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差
異の費用処理方法



５．表示方法の変更

（損益計算書）

【追加情報】

（連結納税制度の適用）

【貸借対照表に関する注記】

１．担保に供している資産

建物…………………………………………………

土地…………………………………………………

上記に対応する債務………………………………

２．有形固定資産の減価償却累計額……………………

３．保証債務は、次のとおりであります。

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。

短期金銭債権………………………………………

短期金銭債務………………………………………

長期金銭債務………………………………………

５．預り金には、寄託契約による金銭の預り金　19,871百万円が含まれております。

6,865百万円

26,562百万円

1,160百万円

485百万円

29,721百万円

合　　計

保証金額

1,018百万円

1,040百万円

　当社及び一部の連結子会社は、平成25年４月１日に開始する事業年度より、連結納税制度
を適用しております。

　前事業年度まで区分掲記しておりました営業外収益の「受取配当金」及び「保険配
当金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より営業外収益の「その
他」に含めて表示しております。
　なお、当事業年度の「受取配当金」は70百万円、「保険配当金」は72百万円であり
ます。

　492百万円

被保証者 保証債務の内容

工事代金の支払等の保証

「ミサワホーム」購入者等 住宅ローン等の保証 273百万円

連結子会社等

759百万円



【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引高は、次のとおりであります。

売上高…………………………………………………………

仕入高…………………………………………………………

営業取引以外の取引高………………………………………

【株主資本等変動計算書に関する注記】

自己株式の種類及び株式数に関する事項

普通株式　　　　　　(注１) 132,80027,574

当期首株式数 当期増加株式数

－7575－

　Ｄ種優先株式の増加は、会社法第156条第1項に基づく自己株式の取得によるもの
であり、減少は会社法第178条に基づく自己株式の消却によるものであります。

当期減少株式数

4,267百万円

　113,037百万円

48,589百万円

（単位：株）

(注２)

Ｄ種優先株式　　　　(注２)

(注１)

1,527,792

　普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによる取得によるものであり、減少は
信託型従業員持株インセンティブ・プランに基づく株式の売却によるものでありま
す。

当期末株式数

1,633,018

株式の種類



【税効果会計に関する注記】         

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰越欠損金 百万円

関係会社株式評価損 百万円

その他 百万円

繰延税金資産小計 百万円

評価性引当額 百万円

繰延税金資産合計 百万円

    

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 百万円

前払年金費用 百万円

資産除去債務に対応する除去費用 百万円

繰延税金負債合計 百万円

繰延税金資産の純額 百万円

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

108

23,048

3,272

11,822

113

9,861

4,636

26,320

254

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は230百万
円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。

32

3,017

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、
平成26年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年４月１
日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0％から35.6％になりま
す。



【関連当事者との取引に関する注記】

　関連当事者との取引高は、次のとおりであります。

(注)

1.　議決権等の所有割合の（　　）内は、当社の子会社の所有割合を内数で表示しております。

2.　取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

3.　取引条件及び取引条件の決定方針等

※1

※2

※3

住宅製造用資材等の販売については、当社の原価により算定した価格で、原則半期毎に決定
しております。なお損益計算書上、住宅製造用資材等の販売とそれに見合う仕入は相殺して
おります。

住宅部材等の商品販売については、市場価格における価格競争力及び原材料価格等の総原価
を勘案して、当社希望価格を提示し、他の販売施工代理店と同様の条件で取引しておりま
す。

住宅用木質部材等の商品仕入については、その製造等に係わる見積原価を算定し、又当社商
品の市場価格から算定した価格を勘案した価格を原則半期毎に決定しております。

役員の
兼任等

事業上の関係

子会社
東北ミサワホーム
株式会社

宮城県
仙台市

500
工業化住宅
販売及び施工

100.0% 兼任
工業化住宅「ミサワ
ホーム」の主要な販
売施工代理店

住宅部材等の商
品販売等

※1 9,434 売掛金 1,400

住宅部材等の商
品販売等

※1 9,430 売掛金 1,539

寄託契約による
金銭の預り増

※4 100 預り金 3,100

子会社
ミサワホーム東関
東株式会社

千葉県
千葉市

100
工業化住宅
販売及び施工

100.0% 兼任
工業化住宅「ミサワ
ホーム」の主要な販
売施工代理店

住宅部材等の商
品販売等

※1 9,898 売掛金 1,576

住宅部材等の商
品販売等

※1 13,335 売掛金 2,464

寄託契約による
金銭の預り増

※4 700 預り金 7,700

子会社
株式会社ミサワ
ホーム静岡

静岡県
静岡市

300
工業化住宅
販売及び施工

100.0% 兼任
工業化住宅「ミサワ
ホーム」の主要な販
売施工代理店

住宅部材等の商
品販売

※1 6,666 売掛金 1,305

住宅部材等の商
品販売等

※1 11,592 売掛金 1,840

住宅部材等の商
品販売等

※1 9,627 売掛金 1,792

子会社
ミサワホーム中国
株式会社

岡山県
岡山市

1,369
工業化住宅
販売及び施工

72.9%
（5.6%）

兼任
工業化住宅「ミサワ
ホーム」の主要な販
売施工代理店

住宅部材等の商
品販売等

※1 10,372 売掛金 1,631

子会社
ミサワホーム九州
株式会社

福岡県
福岡市

300
工業化住宅
販売及び施工

100.0% 兼任
工業化住宅「ミサワ
ホーム」の主要な販
売施工代理店

住宅部材等の商
品販売等

※1 8,081 売掛金 1,323

子会社
ミサワホームセラ
ミック株式会社

東京都
杉並区

100
工業化住宅
販売及び施工

100.0% 兼任
工業化住宅「ミサワ
ホーム」の主要な販
売施工代理店

金銭の貸付 ※5 7,338 短期貸付金 4,391

子会社
ミサワホームイン
グ株式会社

東京都
杉並区

800 リフォーム 100.0% － 住設部材等の販売
寄託契約による
金銭の預り増

※4 640 預り金 5,000

住宅製造用資材
等の販売

※2 69 売掛金 2,008

住宅用木質部材
等の商品仕入

※3 37,710 買掛金 4,063

固定資産の購入 ※6 1,476 建物附属設備他  － 

賃貸料の受取 ※7 531 未収入金  － 

工業化住宅「ミサワ
ホーム」の製造を行
う主要な工場

子会社
テクノエフアンド
シー株式会社

東京都
新宿区 50

工業化住宅
の製造

85.1%
（30.0％）

兼任

工業化住宅「ミサワ
ホーム」の主要な販
売施工代理店

子会社
ミサワホーム近畿
株式会社

大阪府
大阪市 800

工業化住宅
販売及び施工

100.0% 兼任

工業化住宅「ミサワ
ホーム」の主要な販
売施工代理店

子会社
ミサワホーム東海
株式会社

愛知県
名古屋市 450

工業化住宅
販売及び施工

100.0% 兼任

工業化住宅「ミサワ
ホーム」の主要な販
売施工代理店

子会社
ミサワホーム東京
株式会社

東京都
杉並区 2,000

工業化住宅
販売及び施工

100.0% 兼任

工業化住宅「ミサワ
ホーム」の主要な販
売施工代理店

子会社
ミサワホーム西関
東株式会社

埼玉県
さいたま市 100

工業化住宅
販売及び施工

100.0% 兼任

取引金額
（百万円）

勘定科目
期末残高

（百万円）
属性 会社名 住所

資本金又
は出資金

（百万円）
事業内容

議決権等の
所有割合

関係内容

取引の内容



※4

※5

※6 固定資産の購入については、対象となる固定資産の時価等を算定し決定しております。
※7 賃貸料については、当社の費用負担額及び市場金利を勘案して決定しております。

4.　

ミサワホームセラミック株式会社　………………………………

【１株当たり情報に関する注記】

１.　１株当たり純資産額　　…………………………………

２.　１株当たり当期純利益　………………………………… 166円69銭

731円09銭

期末残高のうち、一部の貸付金については貸倒引当金を計上しており、金額については次のとお
りです。

3,221百万円

寄託契約による金銭の預りについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しておりま
す。「取引金額」は年間取引の純増減額を記載しております。

金銭の貸付については、市場金利及び取引条件等を勘案して利率を合理的に決定しており、
事業の運転資金として、当社より直接貸付けております。


